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  令 和 ６ 年 ２ 月 ２ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
保 健 福 祉 部 高 齢 介 護 課  

案 件 名 称  
第 ９ 期 三 浦 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 ・ 三 浦 市 介 護

保 険 事 業 計 画 の 策 定 に つ い て  

部 門 経 営  

会 議 で  

審 議 し た 日  

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ 日  

資 料 の 有 無  ■ 有        □ 無  

報 告 事 項  

第 ９ 期 三 浦 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 ・ 三 浦 市 介 護 保 険 事 業 計

画 （ 以 下 「 第 ９ 期 計 画 」 と い う 。） を 別 添 の と お り 策 定 す る こ

と に つ い て 、 生 活 支 援 政 策 経 営 会 議 で 審 議 し 、 決 定 し た 。  

な お 、 本 計 画 の 策 定 後 は 、 令 和 ６ 年 第 １ 回 三 浦 市 議 会 定 例

会 の 常 任 委 員 会 協 議 会 へ 報 告 す る 予 定 で あ る 。  

＜ 現 状 と 課 題 ＞  

三 浦 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 ・ 三 浦 市 介 護 保 険 事 業 計 画 は 、

老 人 福 祉 法 第 2 0 条 の ８ 第 １ 項 及 び 介 護 保 険 法 第 1 1 7 条 第 １ 項

に 基 づ く 法 定 計 画 と し て 、 ３ 年 を １ 期 と し て 策 定 す る こ と と

な っ て い る 。  

そ の た め 、 令 和 ６ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で を 計 画 期 間 と す

る 第 ９ 期 計 画 を 令 和 ５ 年 度 末 ま で に 策 定 す る こ と が 必 要 で あ

る 。  

＜ 案 件 担 当 部 課 等 の 見 解 ＞  

第 ９ 期 計 画 で は 、 国 は 、「 地 域 共 生 社 会 の 実 現 」 や 「 介 護 人

材 の 確 保 」 等 の 取 組 を 掲 げ て お り 、 本 計 画 に お い て も 推 進 し

て い く 必 要 が あ る 。  

計 画 の 策 定 に あ た っ て は 、 三 浦 市 介 護 保 険 事 業 推 進 委 員 会

に お け る 意 見 の 聴 取 、 被 保 険 者 へ の ア ン ケ ー ト 調 査 、 パ ブ リ

ッ ク コ メ ン ト の 実 施 等 の 結 果 を 踏 ま え て 、 別 添 （ 案 ） の と お

り 作 成 し て お り 、 こ れ を 第 ９ 期 計 画 と し た い 。  



総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

 大 綱 ３  住 み 心 地 の よ い 都 市 を め ざ し て ～ 暮 ら し を 支 え る  

 目 標 ５  安 心 で 安 全 な 生 活 環 境 づ く り  

施 策 ３  高 齢 者 の 自 立 と 安 心 の 支 援  

備 考  

説 明 員  宮 井 高 齢 介 護 課 Ｇ Ｌ  

 


